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近年の大規模災害の現場から、被災者の思いや実態を聞き、地域の防災力を 
  アップさせましょう。ぜひ、ご近所ご家族お誘い合わせのうえ、ご参加ください。 
 

❏場 所  橋北地区市民センター  ２階 会議室 
    ❏講 師  社会福祉法人ＡＪＵ自立の家 水谷 真さん 
           ※参加費無料、申込み不要 

《主催》橋北地区防災組織連絡協議会      
 
 
         
 
   
  
   

毎年好評の講座 今年は洋菓子のプロのご指導により、「お菓子づくり講座」を 
  開催します。 

メニュー ・なめらか豆乳焼きプリン・もちもちクレープ生地 

    ✽場 所  橋北地区市民センター  ２階 調理室 
    ✽材料費  ５００円 
    ✽定 員  ２０名 
    ✽持ち物  エプロン・三角巾・ふきん・持ち帰り用パック 
    ✽講 師  森 秀明さん（宝来軒） 
    ✽申込み  ６月１７日（月）から受付します。橋北地区市民センター 
          ＴＥＬ３３１－３７８７（定員になり次第締め切ります） 
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   橋北地区社会福祉協議会  企画・運営「生きがい講座」６回シリーズ スタート！！ 

                             生きがい講座 ① 

                           
 
 
 

夏の風物詩 うちわづくりに挑戦してみませんか？ 
 
    ☀場 所  橋北地区市民センター  ２階 会議室 
    ☀材料費  ７００円 
    ☀定 員  ２０名 
    ☀持ち物  手ふき用タオル 
    ☀講 師  稲垣 嘉英さん  （（株）稲藤） 
    ☀申込み  ６月１７日（月）から受付します。橋北地区市民センター 

ＴＥＬ３３１－３７８７（定員になり次第締め切ります） 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
     
      
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
橋北地区では、毎年、９月の敬老の日前後に、高齢者を敬愛し、長寿を祝うことを 
目的に自治会や社会福祉協議会により敬老行事が実施されております。行事の実施に 
あたっては、実施団体が、行事の対象となる方へ案内等を配布する必要があるために、
市に依頼して７０歳以上の方の名簿（住所、氏名、生年月日、性別を記載）を閲覧さ 
せていただき、対象の方には、もれなく案内させていただくようにしています。 
つきましては、名簿から得た情報については、この敬老行事にのみ使用し、秘密 
保持の厳守を徹底いたしますので、敬老行事が円滑に実施できますよう、皆さんの 
ご理解、ご協力をお願いいたします。 
なお、名簿に名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、６月２８日（金） 
までに介護・高齢福祉課（電話３５４－８４２５）へご連絡をいただくようお願い 
します。その場合、お名前等が名簿に載りませんので、敬老行事の案内や敬老記念品を
お届けできませんのでご了承ください。 
また、昨年までに連絡をした人は、改めて連絡していただく必要はありません。 

※ 散歩中のふんの始末は飼い主の義務です。必ず持ち帰りましょう。 



 
 
 
 
   
   

昨年度に引き続き、今年度も定期的に実施することになりました。認知症予防 
対策として、手先と頭を使ったゲーム感覚の「健康マージャン」です。初心者でも
女性でも気軽に参加できる楽しいサロンマージャンです。 
  

➢場 所  橋北地区市民センター ２階 会議室   
   ➢定 員  ２０名（先着順、定員になり次第締め切ります） 
   ➢対 象   概ね６０歳以上の方 
      ➢参加費  無料 
   ➢申込み・問い合わせ先  橋北地区市民センター  ＴＥＬ３３１－３７８７ 
 
         
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
自転車は、車両であることを再認識して交通ルールやマナーを守って安全に 
走行しましょう。 

 
 
１、自転車は、車道が原則、歩道は例外 
２、車道は左側を通行 
３、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 
４、安全ルールを守る 
  ○飲酒運転、二人乗り・並進の禁止 
  ○夜間はライトを点灯 
  ○交差点での信号遵守と一時停止・並進の禁止 
５、子どもはヘルメットを着用 
  ○１３歳未満の子どもにはヘルメットを着用させましょう。 
                          〔四日市南警察署〕
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橋北地区市民センター １０：００～１０：４０ 
滝川公園北駐車場   １０：５０～１１：２０ 



 


